
法律第三十六号（平二一・五・一） 

  ◎社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律 

 （厚生年金保険法の一部改正） 

第一条 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）の一部を次のように改正する。 

  第八十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、保険料完納」

を「保険料完納」に、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当

該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント）の

割合を乗じて」に、「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、

同条第六項に後段として次のように加える。 

   この場合において、第一項中「年十四・六パーセント（当該納期限の翌日から三月を

経過する日までの期間については、年七・三パーセント）」とあるのは、「年十四・六

パーセント」とする。 

  第百四十一条第一項中「徴収金」と」の下に「、同項中「第四十条の二、第八十五条の

二及び第八十五条の三」とあるのは「第百三十六条において準用する第四十条の二」と」

を加える。 

  第百六十四条第二項中「、「連合会」を「「連合会」と、同条第六項中「第四十条の二、

第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百六十四条第一項において準用する

第四十条の二及び第百六十一条第一項」に改める。 

  附則第十七条の十三の次に次の一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第十七条の十四 第八十七条第一項（第百四十一条第一項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の

間、第八十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一

月三十日を経過する時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一

項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パー

セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （国民年金法の一部改正） 

第二条 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）の一部を次のように改正する。 

  第九十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を

「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当該督促が保険料に係るものであるときは、

当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント）

の割合を乗じて」に改める。 

  第百三十四条の二第一項中「、第八十八条」の下に「及び第九十七条第一項」を加える。 



  第百三十七条の二十一第二項中「準用する前条第一項」と」の下に「、「年十四・六パー

セント（当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過

する日までの期間については、年七・三パーセント）」とあるのは「年十四・六パーセン

ト」と」を加える。 

  附則第九条の二の四の次に次の一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第九条の二の五 第九十七条第一項（第百三十四条の二第一項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、

当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の

十一月三十日を経過する時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条

第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合

を加算した割合をいう。以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一

パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

  附則第九条の三第四項中「前条」を「第九条の二の四」に改める。 

 （国家公務員共済組合法の一部改正） 

第三条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第二十条の九第四項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によ

つて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当該納付期限の翌日から三月を

経過する日までの期間については、年七・三パーセント）の割合を乗じて」に改め、同

条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条

第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、

同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 前項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一月三十日を経過する時における日

本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一項第一号の規定により定められる

商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項に

おいて同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、

当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）とする。 

 （地方公務員等共済組合法の一部改正） 

第四条 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の一部を次のように

改正する。 

  第百四十四条の十三第三項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数に

よつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当該納付期限の翌日から三月



を経過する日までの期間については、年七・三パーセント）の割合を乗じて」に改める。 

  附則第三十四条の次に次の一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第三十四条の二 第百四十四条の十三第三項に規定する延滞金の年七・三パーセントの

割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十

一月三十日を経過する時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第

一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満た

ない場合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一

パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （私立学校教職員共済法の一部改正） 

第五条 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の一部を次のように

改正する。 

  第三十条第三項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を

「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当該納期限の翌日から三月を経過する日

までの期間については、年七・三パーセント）の割合を乗じて」に改める。 

  附則第三十五項を附則第三十六項とし、附則第三十四項の次に次の一項を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 35 第三十条第三項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の

規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一月三十日を経過する時に

おける日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一項第一号の規定により定

められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下

この項において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中に

おいては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （石炭鉱業年金基金法の一部改正） 

第六条 石炭鉱業年金基金法（昭和四十二年法律第百三十五号）の一部を次のように改正

する。 

  第二十二条第一項中「及び第八十九条」を「、第八十九条及び附則第十七条の十四」

に改め、「第八十六条第二項」と」の下に「、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第

一項（第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）」

とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「第八

十七条第一項の」とあるのは「同項の」と」を加える。 

 （厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団

体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正） 

第七条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁



業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第五十七条第四項中「及び第八十九条」を「、第八十九条及び附則第十七条の十

四」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「存続組合」と」の下に「、同法附則

第十七条の十四中「第八十七条第一項（第百四十一条第一項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員

共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附

則第五十七条第四項において準用する第八十七条第一項」と、「第八十七条第一項の」と

あるのは「同項の」と」を加える。 

 （独立行政法人農業者年金基金法の一部改正） 

第八条 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第五十六条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によって」

を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当該督促が保険料に係るものであると

きは、当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パー

セント）の割合を乗じて」に改める。 

  附則第三条の次に次の一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第三条の二 第五十六条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分

の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一月三十日を

経過する時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一項第一号の

規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合

をいう。以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パーセント未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （健康保険法の一部改正） 

第九条 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の一部を次のように改正する。 

  第百八十一条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、徴収金完納」

を「徴収金完納」に、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当

該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの

期間については、年七・三パーセント）の割合を乗じて」に改める。 

  附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に次の

一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第九条 第百八十一条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の

間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一月三十日を経



過する時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一項第一号の規

定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合を

いう。以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （船員保険法の一部改正） 

第十条 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

  第百三十三条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、徴収金完納」

を「徴収金完納」に、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当

該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日まで

の期間については、年七・三パーセント）の割合を乗じて」に改める。 

  附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条の次に次の一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第十条 第百三十三条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、

同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一月三十日を経過す

る時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一項第一号の規定に

より定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。

以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正） 

第十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）の一

部を次のように改正する。 

  第二十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数により」を

「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント（当該納期限の翌日から二月を経過する日

までの期間については、年七・三パーセント）の割合を乗じて」に改める。 

  附則に次の一条を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

 第十二条 第二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、

同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の十一月三十日を経過する

時における日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第十五条第一項第一号の規定によ

り定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。

以下この条において同じ。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

 （失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の



徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正） 

第十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保

険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和四十四年

法律第八十五号）の一部を次のように改正する。 

  第十九条第三項中「並びに第四十一条から第四十三条まで」を「、第四十一条から第

四十三条まで並びに附則第十二条」に改め、同項の表に次のように加える。 

附則第

十二条 

第二十七条

第一項 

整備法第十九条第三項において準用する

第二十七条第一項 

 （石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正） 

第十三条 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）の一部を次の

ように改正する。 

  第三十八条第一項中「及び第四十五条の二」を「、第四十五条の二及び附則第十二条」

に改め、同項の表に次のように加える。 

附則第

十二条 

第二十七条

第一項 

石綿健康被害救済法第三十八条第一項に

おいて準用する第二十七条第一項 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、

この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律（平成二十一年法律第▼▼▼号）の公布の日のいずれか遅い日から施

行する。 

 （適用区分） 

第二条 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項（第百四十一条第一項

において準用する場合を含む。）及び附則第十七条の十四（厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特

例法」という。）第二条第八項、第五条第八項若しくは第八条第八項又は児童手当法（昭

和四十六年法律第七十三号）第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例による

こととされる場合を含む。）、国民年金法第九十七条第一項（第百三十四条の二第一項に

おいて準用する場合を含む。）及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二

十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附

則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱

業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び

附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図

るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（以下「平成十三年統合法」

という。）附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び

附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条



の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項

及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下「徴収法」という。）第

二十七条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正

する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（以下「整備法」という。）第十九条第三項において準用する徴収法第二十七

条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律（以下「石綿

健康被害救済法」という。）第三十八条第一項において準用する徴収法第二十七条第一項

及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限

の到来する厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の掛金（厚生年金保険法第百四十条

第一項の規定による徴収金を含む。）、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付

保険料、厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び厚生年金特

例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金

の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規

定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百

四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済

法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一

項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保

険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料

並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金（以下「保険料等」

という。）に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料

等に係る延滞金については、なお従前の例による。 

 （児童扶養手当法の一部改正） 

第三条 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）の一部を次のように改正する。 

  第二十三条第二項に後段として次のように加える。 

   この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント（当該督促が

保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間に

ついては、年七・三パーセント）」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替える

ものとする。 

 （確定給付企業年金法の一部改正） 

第四条 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）の一部を次のように改正する。 

  第百十二条第六項中「並びに第百七十九条」を「、第百七十九条並びに附則第十七条

の十四」に改める。 

 （特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正） 

第五条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六

十六号）の一部を次のように改正する。 

  第二十二条第二項に後段として次のように加える。 



   この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント（当該督促が

保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間

については、年七・三パーセント）」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替

えるものとする。 

 （日本年金機構法の一部改正） 

第六条 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）の一部を次のように改正する。 

  附則第十八条第三項中「健康保険法附則第十条」を「健康保険法附則第十一条」に、「船

員保険法附則第十条」を「船員保険法附則第十一条」に改める。 

 （被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一

部改正） 

第七条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の

一部を次のように改正する。 

  第三条のうち国家公務員共済組合法附則第二十条の九第一項及び第四項から第七項ま

での改正規定中「及び第四項から第七項まで」を「、第四項及び第六項から第八項まで」

に改める。 

  第四条中地方公務員等共済組合法附則第三十四条の改正規定の次に次の改正規定を加

える。 

   附則第三十四条の二を削る。 

  第五条のうち私立学校教職員共済法附則第三十五項を附則第二十九項とする改正規定

中「附則第二十九項」の下に「とし、附則第三十六項を附則第三十項」を加える。 

 （調整規定） 

第八条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九

年法律第三十号）に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改

正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険

法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるも

のとする。 

（総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・環境・内閣総理大臣署名） 


